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施802条①(2)　（所定様式）

利益計画等に関する概要書 記載要領
（はじめに）
	「利益計画等に関する概要書」(以下「概要書」といいます。)は、優先株等の新規上場申請者(以下「申請会社」といいます。)の利益計画等を把握するための審査資料の一つとしてご提出いただくものです。申請会社の実態に即して分かりやすく記載してください。


（作成上の注意）
(1)「概要書」の冒頭にタイトル（利益計画等に関する概要書）、提出日（上場申請日）、提出者（申請会社）名、宛先（株式会社東京証券取引所 代表取締役社長」を記載した表紙を付けてください。
(2)「概要書」は原則として電磁的記録（PDF）によりご提出ください。なお、記載する内容や表の大きさに応じて、適宜ページの向き（縦・横）やサイズを変更することができます。
(3)本記載要領は連結財務諸表を作成する会社向けに作成していますが、申請会社が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合は、適宜単体に読み替えて記載してください。
(4)上場申請後に、記載した内容に変更又は追加すべき事項が生じた場合は、変更又は追加を行う箇所及びその内容について記載した資料を、別冊として直ちに提出してください。
（用語の定義）

(1)「企業グループ」とは、有価証券上場規程第2条第1項第26号に規定する「会社並びにその子会社及び関連会社」をいいます。

(2)「企業集団」とは、連結財務諸表規則第4条第1項第1号に規定する「企業集団」をいいます。

(3)「事業セグメント」とは、企業会計基準第17号 セグメント情報等の開示に関する会計基準第6項に規定する「事業セグメント」をいいます。

(4)「基準事業年度」とは、「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理の状況として財務諸表等が記載された最近の事業年度をいいます。

(5)「申請事業年度」とは、基準事業年度の翌事業年度をいいます。

(6)「最近」の起算は、基準事業年度の末日からさかのぼるものとします。

(8)「利益の額」とは、営業利益又は営業損失、経常利益又は経常損失、税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(連結財務諸表を作成していない場合は税引前当期純利益又は税引前当期純損失)をいいます。

Ⅰ．今後の見通しについて

１．今後2年間の企業集団の状況について 

(1)最近1年間の連結損益及び今後2年間の連結損益計画表 
	最近1年間の連結損益及び今後2年間の連結損益計画表を記載してください。 
(注) イ 連結損益計画表には、連結財務諸表上の売上高、売上原価、売上総利益、販売費及び一般管理費、営業利益、営業外収益、営業外費用、経常利益、特別利益、特別損失、税金等調整前当期純利益、法人税、住民税及び事業税、法人税等調整額、非支配株主に帰属する当期純利益、親会社株主に帰属する当期純利益及び1株当たり当期純利益を記載してください。 
ロ 販売費及び一般管理費については、従業員給与手当、賞与引当金繰入額等を一括して人件費とする等、主要な費目ごとに分類した数値を記載してください。  


(2)今後2年間の連結損益計画表における事業セグメント別売上高等 
	最近1年間の連結損益及び今後2年間の連結損益計画における事業セグメント別の売上高及び売上総利益を記載してください。 
(注) イ「売上高」欄には売上高合計に対する構成比及び前期比、「売上総利益」欄には事業セグメント別売上高に対する比率及び前期比についても記載してください。 
2 売上総利益を事業セグメント別に把握していない場合には、管理会計上の利益の額等申請会社の任意の利益での記載に代えることができます。
3 事業セグメント別の営業利益又は経常利益を把握している場合には、営業利益又は経常利益についても言及してください。（次の(3)について同じ。）  


(3)連結損益計画及び各セグメントにおける損益計画の具体的な作成根拠 
	連結損益計画(売上高、売上原価、販売費及び一般管理費、営業外損益等)及び各セグメントにおける連結損益計画(売上高、売上総利益)の具体的な作成根拠について、前提(市場環境、競合の状況、市場規模・顧客数・店舗数・従業員数等の前提数値等)を含めて記載してください。売上高合計に対する比率や、事業セグメント別売上高に対する比率が大きく変動している項目については、その根拠がわかるように記載してください。また、売上高計画等の策定に当たって、参考とした業界資料、予測指標等を記載又は添付してください。 


(4)最近1年間の連結キャッシュ・フロー及び今後2年間の連結キャッシュ・フロー計画表 

	最近1年間の連結キャッシュ・フロー及び今後2年間の連結キャッシュ・フロー計画表を主要な項目を掲げて記載してください。なお、財務活動によるキャッシュ・フローの記載において、上場申請に係る優先株等の配当は、普通株の配当と区分して記載してください。


(5)今後2年間の設備等に対する投資計画 
	今後2年間の設備等に対する投資計画を事業セグメントごとに具体的に記載してください。  


（設備投資の場合の記載例） 
	○ ○ セグメン ト 
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(注) イ 投資の内容によりセグメント区分が馴染まないものについては、「全社」、「共通部門」等適当な名称を付記してください。 
ロ 今後の所要額については、既調達金額と未調達金額を分けて記載し、未調達金額の調達方法を「調達手段」欄に記載してください。 

(6)今後2年間の連結キャッシュ・フロー計画及び投資計画 
	今後2年間の連結キャッシュ・フロー計画及び投資計画について、次の事項に留意して記載してください。

なお、それぞれの活動区分(営業活動、投資活動、財務活動)ごとに基本的な考え方・方針を設定している場合にはあわせて記載してください。

a 営業活動

(a)損益と収支の状況(例えば、売上高と営業収入等)との関係について

(b)決済条件の変更等による収入、支出項目の大幅な変動又は非資金損益項目の増減要因等について

(c)営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスの場合、その要因と今後の改善に向けた方策について

b 投資活動

(a) 経営戦略と投資計画及び資金運用計画との関連性並びに期待される投資効果について

(b) 投資活動によるキャッシュ・フローと営業活動によるキャッシュ・フローとの合計がマイナスの場合、その要因と、経営戦略を踏まえた今後の方針について

c 財務活動

今後の所要資金の調達方法及び借入金・社債等の返済計画について


(7)企業グループの損益、収支若しくは財政状態に重要な影響を与える事項

	今後、企業グループの損益、収支若しくは財政状態に重要な影響を与える事項、又は与える可能性のある事項(合併、子会社化又は非子会社化、その他の株式の取得・処分、子会社及び関連会社の設立、事業の譲受け若しくは譲渡、業務提携、会社分割、株式移転等)について、具体的にその内容を記載してください（有価証券上場規程第205 条第12号a、bに該当する場合はその旨も明示してください。）。 


Ⅱ．分配可能額について
	基準事業年度の末日における分配可能額を記載してください。分配可能額は、会社法上の分配可能額の規制に従って算出し、算出式（金額）及び各内訳項目（金額）を記載してください。


Ⅲ．格付取得について
	発行体格付について、、格付会社（金融庁に登録された信用格付業者）の名称、取得日、発行体格付の等級（信用格付の符号・記号）等の格付内容を記載してください。
上場申請を行う優先株等に関する個別格付の取得方針・格付内容（見込み）について記載してください。


Ⅳ．金銭対価の取得について
	上場申請の優先株等について、発行者が金銭対価による取得（コール）ができる旨の定めがある場合、当該取得（コール）の方針を記載してください。


以上

	最終更新日
	2024年6月28日

	適用対象
	2024年7月1日以降に申請を行う申請会社から適用


